
今回のテーマ

患者や医療者の FAQ（Frequently Asked 
Questions；頻繁に尋ねられる質問）に，
その領域のエキスパートが答えます。

今回の
回答者 中島 俊

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構
（WPI-IIIS）　准教授
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療研究センター認知行動療法センター臨床技術開発室長な
どを経て 23年 7月より現職。専門は，エビデンスに基づ
く心理療法。著書に『入職 1年目から現場で活かせる！　
こころが動く医療コミュニケーション読本』（医学書院）。

失業中の研究活動と
研究に関する各種手続き
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　私は前職の任期が切れてから現職に就
くまでの 3 か月間（そのうち 1 か月半
は雇用保険を受給），特定の研究機関と
雇用契約にない状態で主任研究者（Prin-
cipal Investigator：PI）をしていまし
た。失業中の研究活動についてはググっ
ても断片的な情報しか出てこず……。
　本稿では同じような状況に置かれた方
の少しでも参考になればと思い，当事者
としての体験をシェアします。

FAQ

1
雇用保険（失業手当）受給中に研
究をしてもよいのでしょうか？
研究活動を行う際の失業認定申告

等の手続きについても教えてください。
　私自身，失業中は求職活動とみなさ
れる職業相談の利用や研究ポストへの
応募を行っていましたが，受給資格の
決定まではハローワークの方に「研究
よりも就活しましょう」と言われない
か不安を感じていました。実際は，ハ
ローワークの方からそのような指摘を
受けることはなく，むしろ皆さん親身
に相談に乗ってくださいました。失業
認定に関する具体的な手続きはハロー
ワークインターネットサービスの雇用
保険のページ 1）がまとまっていておす
すめです。
　失業認定中の研究活動は失業認定申
告書内 2）にて，活動として報告しまし
た。ここでの報告は，従事した研究活
動が①有償か無償か，②1日 4時間以
上か，がポイントとなるようです。失
業認定の際にいろいろ不安でハロー
ワークの方に相談したところ，「無償
の活動であれば，1日 4時間以上の研
究活動のみ失業認定申告書に記載して
ください」と教えていただきました。
私自身は雇用保険が打ち切りにならな
いよう 1日 4時間未満の研究活動とし
ていたため，その範囲で問題になるこ
とはありませんでしたが，無償であっ
て 4時間を超える研究活動がある程度
続く場合には事前に相談したほうが安
心かもしれません。

　もう 1点不安だったのが，学会参加
等で発生する交通費や宿泊費・学会参
加費の研究費での支払いでした。私の
場合，雇用関係にはないものの，所属
する研究機関で科研費を管理していた
だいていたので，自分で立て替え払い
をした後，研究費から支出してもらい
ました。この場合，実費が後日振り込
まれるわけですが，それが収入とみな
されないか念のため確認したところ，
「収入には該当しない」との回答をい
ただきました。
	 	Answer…雇用保険受給中に就活
と並行して研究活動を行っても差し支え
ありません。ただし一定の条件があるの
で，不明な点があればこまめにハロー
ワークに相談しましょう。
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2
失業中に研究を行う上での倫理的
な問題はありますか？　想定され
るケースに応じて対処法を教えて

ください。
　私は「人を対象とする生命科学・医
学系研究に関する倫理指針」に則った
研究を行っており，失業にあたって身
分を失うことは大きな倫理的問題とな
ります。そのため，研究を継続するた
めには“研究機関への所属”が必要で
した。
　あなたが，これまで参画してきた研
究機関内で雇用契約のない研究生や客
員研究員の身分を得られる場合には研
究倫理申請にて自分の身分を修正申請
するだけで研究に従事することができ
るかもしれません。一方，新しく他機
関に所属して研究活動を行う際には少
し手間がかかります。具体的には共同
研究機関として研究計画書に記載され
ていない新しい研究機関に所属する場
合には新たな機関へのデータの授受が
発生する可能性が高く，研究計画書等
への共同研究機関の追加と併せて，研
究対象者への研究再同意やオプトアウ
ト等を検討する必要があります。
　さらに，あなたが PIの場合にはよ
り複雑な手続きが必要となります。す
でに研究倫理申請で承認されている研

究課題については退職後の自分の身分
で倫理申請上の研究代表者になること
ができるのかを確認する必要がありま
す。雇用契約のない身分では研究代表
者になれない場合には，研究代表者を
同一施設内の共同研究者に代わっても
らう必要が出てきます。代わりにお願
いする方がいない場合には倫理委員会
や研究コンサルテーションに状況を説
明し，最善の方法を模索する必要があ
るでしょう。
　また多機関共同研究の場合，一括審
査を倫理委員会に依頼することがあり
ますが，一括審査を行った倫理委員会
を有する所属を離れる場合には今後の
研究倫理申請の手続きなどは倫理委員
会に事前に確認する必要があるでしょ
う。
	 	Answer…失業中の身分によって
は研究計画書等への共同研究機関の追加
や同意書の再取得，さらには研究代表者
の交替が必要になる場合があります。
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3
研究者が所属機関を移る場合に研
究データ・競争的資金はどうなり
ますか？

　日本では国立研究開発法人や大学に
おけるデータポリシー策定のためのガ
イドラインが提案されていますが 3, 4），
流布しているとはまだ言い難い状況で
す。そのため，転出または退職する研究
者の研究データの扱いについては必ず
所属機関での取り決めを遵守した上で
（例：東京大学大学院医学系研究科・
研究データ保存のガイドライン 5）），
研究倫理上の必要な手続きを行うこと
が必要です。国内の大学の研究データ
ポリシーを概観すると，①これまでの
機関にデータを残す，②新しい機関に
データを移管する（移管前施設にも追
跡可能な記録を残す），③データのバ
ックアップを取って新旧 2つの機関に
データを保管する，の 3通りが設けら
れている印象です。
　研究を実施した“後”に所属機関を
離れる場合には論文中の注釈で現在の
所属機関を記載するルール（科学技術
情報流通技術基準 6））に則り，研究成
果物・データは前の所属に残したまま
論文の投稿も可能かもしれません。一
方，研究の終了報告前（遂行中）の研
究課題を継続して新しい所属先で行う
場合にはこれまでの研究成果物・研究
データの移管が必要となります。
　私は，研究遂行中の研究がほとんど
であったため，研究成果物・データ移
管を行うために，所属機関の①知財に
関する部署，②倫理委員会，③研究コ
ンサルテーション，④所属機関の上長，
の 4つのステークホルダーに相談しな
がら，書面を交わし，研究成果物や研
究データの移管を行いました。このよ
うな手続きを経ることで時間はかかり
ましたが，ほとんどの研究成果物・
データを新しい所属機関へ移管する許
可をいただくことができました。
　科研費などの競争的資金を持ってい
る場合にも同じく移管の手続きが必要
です。科研費の移管については，例え

ば，A機関は雇用関係にないと競争的
資金を持つことができない，B機関は
雇用関係のない身分であっても競争的
資金を持つことができる，C機関は雇
用関係にあっても常勤身分でないと持
つことができない，など所属機関によ
って定められているルールが異なるた
め，あなたが科研費を持っている場合
には新しい所属で身分を得る際に科研
費を移管可能か事前に確認するとよい
かもしれません。科研費で購入した設
備備品についても，研究者の求めに応
じて移管手続きが可能であることが機
関使用ルール 7）で定められています。
	 	Answer…まずは所属機関での取
り決めを確認し，必要な手続きを所属機
関のステークホルダーに相談しましょ
う。科研費などの競争的資金についても
同様です。

もう
一言

今回は当事者（n＝1）としての
体験を共有しました。私自身の
経験をもとにした手続きのチェ

ックリスト（表）を共有します。

　ただ，こうした手続きの多くは担当
者や機関によって回答が異なるように
も感じました。そのため，本記事はあ
くまで参考程度にお考えいただき，ぜ
ひハローワークや倫理委員会の方々に
相談してみてください（想像以上に優
しくしてくれます）。私の場合，デー
タ移管の承認までには数か月を要しま
したが，多くの方に相談させていただ
くことで自分一人では考えもしないよ
うな点に気づくことができました。ま
た雇用保険の受給に関する手続きや新
しいポストに関する情報も，恥を忍ん
で（本来恥ずべきことではないはずで
す）いろいろな人に話を伺ったことが
良かったと当時を振り返って感じま
す。今はしんどい時期かもしれません
が，一人で抱え込まず，思い切って相
談してみると道が開けるかもしれませ
ん。心から応援しています。
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●表　 転出または退職する研究者が行う
べき手続きチェックリスト

□　倫理委員会への修正申請
□　競争的資金の移管手続き
□　 競争的資金で購入した設備備品等
の移管手続き

□　研究データ・成果物の移管手続き
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